
様式１

（　環境部　）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

随意契約の理由

1 環境対策課
ガスクロマトグラフ質量
分析計（ＶＯＣ用）保守
点検業務委託

令和5年4月3日
大分市新貝１１－１５
安武科学器械株式会社
大分営業所

1,144,000 ２号

ガスクロマトグラフ質量分析計は、製造事業者ごとに固有の技術で設計
開発された精密機器であり、製造事業者においてメンテナンス技術を習
得した技術者でなければ保守点検や故障対応ができない。
 したがって、製造事業者である株式会社島津製作所の大分市内唯一の
代理店である安武科学器械株式会社大分営業所と随意契約するものであ
る。

2 環境対策課
ガスクロマトグラフ質量
分析計（農薬用）保守点
検業務委託

令和5年4月3日

福岡県福岡市東区社領３－
１６－２６
㈱ジェイ・サイエンス西日
本

1,951,400 ２号

ガスクロマトグラフ質量分析計は、製造事業者ごとに固有の技術で設計
開発された精密機器であり、製造事業者においてメンテナンス技術を習
得した技術者でなければ保守点検や故障対応ができない。
 したがって、製造事業者であるサーモフィッシャーサイエンティ
フィック株式会社でメンテナンス技術を習得した技術者を置いている、
大分県内の代理店である株式会社ジェイ・サイエンス西日本と随意契約
するものである。

3 環境対策課
大分市再生可能エネル
ギー導入目標策定等支援
業務委託

令和5年6月1日
大分市古国府3-11-21-102
エヌエス環境㈱大分営業所

25,850,000 ２号

本業務は、地域の再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ導入目標、そ
してカーボンニュートラルを実現するための具体的施策等を検討し、大
分市地球温暖化対策実行計画及び大分市環境基本計画の改定に反映させ
るものである。
本業務を支援する業者は、上記について的確に対応し提案できる者であ
る必要があるため、業者の選定にあたっては、公募型プロポーザル方式
を採用した。
プロポーザルの結果、受託候補者として選定された事業者と随意契約を
締結したものである。

4
ごみ減量推進
課

指定ごみ袋減免システム
機器及び運用保守業務委
託

令和5年4月1日
大分市金池町３－３－１１
金池ＭＧビル
株式会社エイビス

528,000 ２号

本市では、家庭ごみ有料化制度にかかる負担軽減措置として減免対象者
の情報をシステム内に取り込み、指定ごみ袋を配達するためのデータを
作成し、その管理を行っている。このシステムは、平成27年度に株式会
社エイビスが新規開発により作成したものであり、本業務委託は、この
システムを運用するにあたり問合せ対応、障害対応、データベース保
守・解析等の支援、操作研修など、速やかで正確な対応・復旧を必要と
するものであり、本システムに熟知したものでなければ業務の対応は行
えない。
　このことから、本業務委託は契約の性質又は目的が競争入札に適さな
いと認められ、業務の履行が可能な者はこのシステムを新規開発し熟知
している株式会社エイビスに限られる。

随意契約の契約状況表
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5
ごみ減量推進
課

使用済小型家電及び小型
充電式電池等再生処理業
務委託

令和5年4月1日
大分市大字下郡3260-10　㈱
環境整備産業

3,224,155 ２号

使用済小型家電再生処理業務委託については、国が定める「使用済小型
電子機器等の再資源化の促進に関する法律」により、環境大臣の認定を
受けた認定事業者と契約する必要があり、「使用済小型電子機器等の回
収に係るガイドライン」によっては、地域に根付いた回収業者の有効活
用を図るよう配慮が求められている。
　このような中、大分市内に事業所を有している認定事業者は「株式会
社環境整備産業」と「ＪＸ金属商事株式会社　九州支店」であるが、本
市における回収方式である拠点回収方式に対応できる事業者は「株式会
社環境整備産業」のみであり、また同拠点に設置している充電式電池等
回収ボックスから充電式電池等を同時に回収・資源化することが可能で
あることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に
より１者見積もりにより施行した。

6
ごみ減量推進
課

リサイクル可能な家具・
自転車等再生業務委託

令和5年4月1日
大分市金池町3丁目2番3号
公益社団法人大分市シル
バー人材センター

2,985,840 ３号

リサイクル可能な家具・自転車等再生業務委託については、平成18年5
月31日付で、（仮称）大分市リサイクルプラザ管理運営体制検討協議会
（委員長佐藤誠治）から、高齢者福祉を図るとともに就労の場を確保す
る目的で、シルバー人材センターへの委託業務が望ましいと市長宛の報
告があった。
シルバー人材センターについても、放置自転車等の修理販売等を従来か
ら行っており、当業務の遂行に関する能力を十分有していると思われる
ため。
※単価契約　1時間あたり990円

7
ごみ減量推進
課

令和5年度4R推進普及啓
発企画運営業務委託

令和5年6月16日
大分市春日浦８４３－２７
株式会社トスプロ

2,475,000 ２号
「令和5年度4R推進普及啓発企画運営業務に係るプロポーザル実施要
領」により書類、プレゼンテーション、ヒアリング審査を実施し、選考
の結果（株）トスプロが受託業者と決定したため。

8 廃棄物対策課
令和５年度産業廃棄物情
報管理システム保守・運
用支援業務委託

令和5年4月1日
大分市東春日町１７－５７
㈱オーイーシー

891,000 ２号

本システムは、令和２年度、株式会社オーイーシーが導入したシステム
であり、このシステムを運用するにあたり問合せ対応、障害対応、デー
タベース保守・解析等の支援など、速やかで正確な対応・復旧を必要と
するが、本システムに精通したものでなければこれらの対応は行えな
い。
本業務を適切かつ確実に行えるのは、本システムを導入するとともにシ
ステム内容を熟知する株式会社オーイーシーを除いてほかにない。
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9 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場運転管理業務委託

令和5年4月1日

北九州市戸畑区大字中原46-
59
日鉄環境エネルギーソ
リューションズ㈱

433,400,000 ２号

平成１５年４月１日より使用開始した佐野清掃センター清掃工場の操業
及び日常保守点検業務を安全かつ円滑に行うための随意契約理由は、以
下の通りであります。
１．焼却設備(シャフト炉式ガス化溶融炉)等の故障や事故を未然に防ぐ
ことが、操業及び保守管理の基本です。清掃工場の正常な運転を確保す
るためには、通常運転時において発生する設備機器の様々な消耗や損傷
を最小限にくいとめ、故障や事故を未然に防ぐ操業及び保守管理を行う
ことが重要であります。主要設備である焼却設備等は、日本製鉄株式会
社の特融設備となっており、それぞれの設備構造、機能を熟知した本施
設のプラントメーカーである日本製鉄株式会社の系列メーカーである日
鉄環境エネルギーソリューション株式会社(以下「系列メーカー」とい
う)の操業及び保守管理により、焼却設備等の性能維持と安全な運転管
理の確保が可能であります。
２．工事責任と保守管理責任の明確化を図る必要があります。佐野清掃
センター清掃工場建設工事請負契約書では、「瑕疵担保責任期間(４年)
及びそれ以降においても重大な疑義と本市が判断した場合、受注者は機
能の確認を行い、性能を満足するよう必要な改善を行うものとする。」
と規定されており、操業及び保守管理を系列メーカー以外が行った場
合、故障等の原因が設計施工及び材質など工事上の欠陥なのか、又は保
守管理に問題があったのか責任の所在が不明確となり、トラブルを生じ
る恐れがあります。
３．故障発生の場合、迅速かつ的確な対応が必要です。故障発生の場
合、系列メーカーであれば特殊部品の調達、取替えが円滑に行われ、更
に全国的な情報網により設備機器に関するノウハウを有しているため、
迅速かつ的確に対応ができます。しかしながら系列メーカー以外では、
設備機器の構造、機能及び性能に熟知していないことから、原因の調
査、対策が遅滞し重大な故障につながる危険性があり、ひいてはごみ処
理に支障をきたし市民サービスの低下を招くことになります。
以上のことにより競争入札に付することが適さないと考えられますの
で、地方自治法施行令第１６７条の２第1項第2号の規定に基づいて、本
施設のプラントメーカーである日本製鉄株式会社の系列メーカーである
日鉄環境エネルギーソリューション株式会社と随意契約をいたしたい。
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10 清掃施設課
佐野清掃センターエレ
ベータ保守点検業務委託

令和5年4月1日
福岡市中央区長浜2-4-1
東芝エレベータ㈱九州支社

3,273,600 ２号

　本委託は、佐野清掃センターのエレベータの正常且つ良好な運転状態
を保つための点検業務を行うものです。
　業務の履行に当たっては、製造メーカーでなければ調達困難な部品や
部材等があり、取替についても特殊な技術や高度な専門知識が不可欠で
あります。
　したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競
争入札に適さないため東芝エレベータ株式会社と随意契約にて施行いた
したい。

11 清掃施設課
佐野清掃センタ－自動扉
開閉装置保守点検業務委
託

令和5年4月1日
大分市広瀬町2丁目1番36号
オリエント産業株式会社
大分支店

804,100 ２号

　　本委託は、佐野清掃センターのプラットホーム・見学者用玄関・多
目的トイレの自動扉の点検業務を行うものです。
　実施に当たっては既設関連施設に精通して、計画的管理を行う必要が
あります。また、取替部品によってはメーカー保証のものもあるため、
部品購入及び施工を一貫して行うことで、より安全・円滑な施工が確保
されます。
　なお、本施設設備の製造メーカーである株式会社ナブコの代理店業者
である大分ナブコ株式会社は合併により事業をオリエント産業株式会社
へ移管しており、移管された事業に係る技術や知識等の全てを承継して
います。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づ
き、オリエント産業株式会社と随意契約いたしたい。

12 清掃施設課
佐野清掃センター清掃工
場飛灰処理業務委託

令和5年4月1日
大牟田市新開町2丁目1
三池製錬・藤澤環境開発共
同企業体

119,549,000 ２号

　本委託は、佐野清掃センター清掃工場から発生する飛灰を有効な資源
として資源化処理を行う業務であります。
　九州地区で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの関係法令等を
遵守し、飛灰を安定的且つ安全に資源化処理を行うことが可能で、佐野
清掃センター清掃工場から発生する全量の飛灰が年間を通して資源化処
理できる施設能力を有する施設としては、福岡県大牟田市にある三池製
錬㈱の資源化施設以外にはありません。
　したがって、飛灰の資源化を行う資源化施設である三池製錬㈱と、三
池製錬㈱と飛灰の運搬を業務提携している藤澤環境開発㈱の三池製錬・
藤澤環境開発共同企業体と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の
規定により随意契約にて施行いたしたい。
※単価契約　\52,250/飛灰1ton当り
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13 清掃施設課
関崎清浄園浸出水処理施
設運転管理業務委託

令和5年4月1日
大分市大字佐賀関2232の18
有限会社　曲浦産業社

5,181,000 ２号

　本業務委託は、関崎清浄園浸出水処理施設の運転管理を委託するもの
であります。
本処理施設は、平成11年度より業務を開始した関崎清浄園埋立場に併設
された施設で、埋立場より排出された浸出水を処理し、公共水域（瀬戸
内海）へ放流している重要な施設であります。この海域は、日本でも有
数の漁場であり、地元の漁協や海上保安庁などにより、厳しく監視され
ている場所でもあります。したがって、本施設の運転管理には細心の注
意と高度な知識を必要とし、また緊急時には素早い対応も求められま
す。
　以上の理由より、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定により競争入札に適さないため、埋立場の開設以来埋立業務及び浸出
水処理施設の運転管理や保守点検の業務に携わり高度な知識や経験を有
し、施設の整備にも精通しており、また事業所が佐賀関地区にあり緊急
時にも素早い対応が可能であることから、有限会社　曲浦産業社と随意
契約にて施行いたしたい。

14 清掃業務課
令和５年度ごみ収集管理
システム保守業務委託

令和5年4月1日
大分市東春日町17-57
㈱オーイーシー

2,662,000 ２号

本業務の対象であるごみ収集管理システム（以下「システム」とい
う。）は、開発･設置を㈱オーイーシーが行ったものである。
㈱オーイーシーが開発・設置したシステムを他業者が保守を行うこと
は、システムの著作権・使用許諾の問題はもとより、システム自体の内
容について再度解析する必要があるなど、技術的にも非常に困難であ
る。
このため、安全かつ確実に保守業務を行うことができるのは、システム
を開発・設置した㈱オーイーシーのみである。
以上の理由から、本業務は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の
規定により、㈱オーイーシーと随意契約するものである。
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